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平成13年４月から施行されている特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）に関し

て、全国の市区町村の取組み状況を把握するために、定期的にアンケート調査を行ってい

るところですが、今般、本年４月１日時点における取組状況について調査結果がまとまりまし

たので、お知らせいたします。

調査対象は全市区町村で、都道府県を通じ全国の市区町村に協力を依頼し、有効な回

答が得られた3,136市区町村（合計人口12,760万人）のデータを取りまとめました。調査期間

は平成16年４月27日～平成16年５月21日でした。

Ｉ 家電リサイクル法における家電４品目の取扱いについて

小売業者が引き取る義務のない家電４品目については、回答のあった市区町村の70％に当た

る2,203市区町村が粗大ごみ等として回収を行ういわゆる行政回収を原則として行っておらず、こ

れは、前々回（一昨年10月調査）、前回（昨年４月調査）の調査と比べやや増加している。

行政回収を原則行わない2,203の市区町村においては、義務外品 については、主に地域小※

売店を中心とした回収システムを構築している。

※小売業者に引取義務（家電リサイクル法第９条に規定）のない家電４品目

１．平成１６年４月１日での家電４品目の処理体制について該当する番号を選択して下さ

い。

市区町村数(%) 前回 前々回

１）小売業者に引取義務のない家電４品目（義務外品）を

含め行政回収は原則行わない。 ・・・2,203 (70%) (68%) (68%)

２）小売業者に引取義務のある家電４品目（義務品）は行

政回収しないが、義務外品は行政回収する。 ・・・592 (19%) (22%) (23%)

３）義務外品、義務品を問わず家電４品目は行政回収する。 ・・・341 (11%) (10%) ( 9%)

合計 3,136 (100%)



２．（１．で１）を回答した市区町村に対し）平成１６年４月１日現在の義務外品の回収シス

テムについてお伺いします。

前回 前々回

１）主に、地域小売店が連携した回収システムである。 ・・・515 (23%) (26%) (29%)

２）主に、地域小売店と量販店が連携した回収システムである。 ・・・174 ( 8%) ( 9%) ( 7%)

３）主に、地域小売店と許可業者が連携した回収システムである。・・・325(15%) (13%) (13%)

４）主に、量販店が中心の回収システムである。 ・・・58 ( 3%) ( 2%) ( 2%)

５）主に、許可業者が連携した回収システムである。 ・・・324 (15%) (17%) (16%)

６）主に、環境大臣指定業者による広域回収システムである。 ・・・61 ( 3%) ( 2%) ( 4%)

７）中心的な回収システムはない。 ・・・472 (21%) (19%) (18%)

８）把握していない。 ・・・229 (10%) (10%) ( 8%)

９）その他 ・・・45 ( 2%) ( 2%) ( 2%)

合計 2,203(100%)

ＩＩ 義務外品を行政回収する場合の対応について

（１）義務外品の行政回収を行っている933市区町村（Ⅰの１．で２）および３）を選択した市区町

村）においては、行政回収する場合の処理料金の徴収については、８割以上（757自治体）が

再生処理料金は家電リサイクル券を活用し、排出者からは収集運搬料金のみ徴収しており、ほ

ぼ前回調査と同様だった。家電リサイクル券の運用については、家電メーカー名の誤記（37

％）や品目記載の誤記（18％）や券の貼付場所の間違い（18％）などがみられた。

さらに、収集運搬料金の額は、単純平均値で見ると、家電４品目それぞれについて、約2,100

～2,400円程度であり、前回調査とほぼ同様だった。

１．これまでの行政回収量について、法施行前に予想していた行政回収量と実際の行政回

収量を比較した現在の状況として最も近いものを選択して下さい。

前回 前々回

１）ほぼ予想通りである。 ・・・299 (32%) (28%) (26%)

２）予想よりも行政回収量が多い。 ・・・132 (14%) (15%) (13%)

３）予想よりも行政回収量が少ない。 ・・・284 (30%) (38%) (42%)

４）わからない。 ・・・205 (22%) (18%) (18%)

５）その他 ・・・13 ( 2%) ( 1%) ( 1%)

合計 933 (100%)



２．排出者から処理料金を徴収しますか。

前回 前々回

１）収集運搬料金のみ徴収し、再生処理料金は家電リサイク

ル券を利用する。 ・・・757 (81%) (84%) (83%)

２）収集運搬料金及び再生処理料金の両方を徴収する。 ・・・50 ( 5%) ( 5%) ( 3%)

３）徴収しない。 ・・・53 ( 6%) ( 5%) ( 6%)

４）その他 ・・・73 ( 8%) ( 6%) ( 7%)

合計 933 (100%)

で１）を選択した市町村に対し）これまでにおける家電リサイクル券の運用に当たっ３．（２．

て、該当するものがあれば選んで下さい。（複数回答可）

前回 前々回

１）家電リサイクル券の記入に家電メーカー名の誤記があった。・・・283 (37%) (37%) (34%)

２）家電リサイクル券の品目の記載に誤記があった。 ・・・138 (18%) (19%) (16%)

３）支払われたリサイクル料金が間違っていた。 ・・・96 (13%) (13%) (13%)

４）家電リサイクル券の貼付場所が間違っていた。 ・・・138 (18%) (18%) (18%)

５）家電リサイクル券が破損、あるいは紛失していた。 ・・・90 (12%) (15%) (13%)

６）家電リサイクル券が貼付されていなかった。 ・・・59 ( 8%) (10%) ( 9%)

７）その他 ・・・149 (20%) (21%) (24%)

４．手数料条例で設定している収集運搬料金の額はいくらですか。

○収集運搬料金の分布 （単位：市区町村数）

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000円 ０～
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

エアコン １６ ２６ ８４ ９８ １７１ １０５ １４８ ４９ ２６ ３ ６

テレビ ３０ ２４ １１２ １０４ １４７ １１３ １４１ ４４ ９ ３ ４

冷蔵庫 １３ １３ ７９ ９１ １６８ １２５ １４９ ４６ １９ １４ １０

洗濯機 ２９ ２４ ９８ １００ １７１ １０９ １４３ ４０ １０ ４ ４

○収集運搬料金（単純平均値）

エ ア コ ン テ レ ビ 冷 蔵 庫 洗 濯 機

２，２９２円 ２，１４８円 ２，３８５円 ２，１６１円

※大きさや回収方法の違い（戸別・持込）により額が異なる場合は品目毎の単純平均値



（２）平成15年度において家電４品目の回収実績のある市区町村数は765市区町村であり、回収

台数は、エアコン13,047台、テレビ55,437台、冷蔵庫32,254台、洗濯機28,188台で４品目合計

では128,926台であった。このうち指定引取場所へ持ち込まれ、メーカーに引き渡されたのは、

エアコン10,875台、テレビ47,582台、冷蔵庫27,466台、洗濯機24,736台で合計では110,659台

（行政回収された家電４品目の約８６％）であった。

１．平成１５年４月～平成１６年３月末までの家電４品目の行政回収の実績台数の合計を記

入して下さい（行政回収とは、問１の行政が直接又は委託業者により回収することを指

し、不法投棄物の回収分は含みません）。

○平成１５年度の行政回収の実績台数 （市区町村数７６５、人口３８３８万人）,

合 計エアコン テレビ 冷蔵庫 洗濯機

平成１５年４月～ 実績台数 13,047台 55,437台 32,254台 28,188台 台128,926

平成１６年３月 うち引取場所 10,875台 47,582台 27,466台 24,736台 台110,659

注）引取場所：指定引取場所へ持ち込んで処理したもの

（参考）

○平成１４年度の行政回収の実績台数 （市区町村数８４３、人口３７９７万人）,

合 計エアコン テレビ 冷蔵庫 洗濯機

平成１４年４月～ 実績台数 12,849台 53,357台 32,874台 29,184台 台128,264

平成１５年３月 うち引取場所 10,359台 43,934台 27,736台 24,638台 台106,667

ＩＩＩ 家電リサイクル法の施行に伴う不法投棄の状況について

（１）平成15年度においては、2,496市区町村（80％）において、不法投棄された家電４品目の回

収が行われた。不法投棄された場所については、これまでの調査と同様、道路（61％）、山林、

田畑等（58％）、ごみ収集場所（52％）への不法投棄が多く見られた。

また、不法投棄された廃家電については、半数を超える市区町村（58％）が家電リサイクル

法の指定引取場所へ持ち込んだと回答している。



１．平成１５年度において、不法投棄された家電４品目を回収しましたか。

前回 前々回

１）回収していない。 ・・・640 (20%) (17%) (19%)

２）回収した。 ・・・2,496 (80%) (83%) (81%)

合計 3,136 (100%)

２．（１．で２）を選択した市区町村に対し）回収した家電４品目はどのような場所に不法投棄

されていましたか。（複数回答可）

前回 前々回

１）ステーション等のごみ収集場所 ・・・1,299 (52%) (55%) (55%)

２）小売店の敷地 ・・・ 102 ( 4%) ( 5%) ( 6%)

３）小売店以外の民有地 ・・・ 581 (23%) (26%) (27%)

４）民有地以外の山林、田畑等 ・・・1,443 (58%) (59%) (56%)

５）道路上、道路高架下等の公道 ・・・1,518 (61%) (58%) (57%)

６）河川敷等の河川用地内 ・・・1,083 (43%) (44%) (42%)

７）公園、港湾等の道路、河川以外の公共用地 ・・・ 799 (32%) (32%) (29%)

８）その他 ・・・ 245 (10%) (10%) (11%)

３．不法投棄された家電４品目の処理をどのように行いましたか。

前回 前々回

・・・ 413 (17%) (18%) (19%)１）主に市区町村、組合等の自前の処理施設で処理した。

２）主に委託業者、許可業者等の廃棄物処理業者の処

・・・ 489 (20%) (18%) (16%)理施設で処理した。

３）主に家電リサイクル法の指定引取場所へ持ち込み処

・・1,460 (58%) (56%) (53%)理した。 ・

４）現在処理方法を検討中である。 ・・・ 134 ( 5%) ( 8%) (12%)

合計 2,496(100%)

（２）家電リサイクル法の施行後、全市区町村の約８割に当たる2,518市区町村において不法投棄

対策が講じられている。具体的には、職員または委託業者による巡回監視（79％）、ポスター、

チラシ、看板等による普及啓発（60％）、郵便局、タクシー業界等との連携による監視体制の構

築（44％）等の対策が講じられており、市区町村における不法投棄対策の取組みが着実に進

展している。



１．家電リサイクル法の施行に伴い、家電４品目の不法投棄の未然防止のための対策（巡

回パトロールによる監視等）を講じていますか。

前回 前々回

・・・2,518 (80%) (80%) (79%)１）講じている。

・・・ 306 (10%) (10%) (11%)２）今後、講じる予定である（検討中を含む）。

・・・ 312 (10%) (10%) (10%)３）講じる予定はない。

合計 3,136(100%)

２．（２．で１）を選択した市区町村に対し）家電４品目の不法投棄の未然防止のための対策

とは具体的に何ですか。（複数回答可）

前回 前々回

１）職員または委託業者による巡回監視、パトロール ・・・1,991 (79%) (77%) (77%)

２）町内会など住民との連携による監視、通報体制の構築 ・・・1,020 (41%) (39%) (39%)

３）郵便局、タクシー業界等との連携による監視体制の構築 ・・・1,103 (44%) (50%) (49%)

４）警察当局と連携した監視、通報体制の構築 ・・・ 508 (20%) (21%) (19%)

５）ポスター、チラシ、看板等による普及啓発 ・・・1,499 (60%) (59%) (58%)

６）監視カメラ等の設置 ・・・129 ( 5%) ( 5%) ( 3%)

７）処理料金の補助 ・・・ 17 ( 1%) ( 1%) ( 1%)

８）その他 ・・・121 ( 5%) ( 5%) ( 6%)

３．家電リサイクル法の施行後３年を踏まえ、今後の家電４品目の不法投棄についてどう

考えていますか。

前回 前々回

・・・1,678 (54%) (54%) (52%)１）増加することが懸念される。

・・・1,270 (40%) (39%) (42%)２）現在と変わらないと思われる。

・・・ 188 ( 6%) ( 7%) ( 7%)３）減少することが期待される。

合計 3,136(100%)

ＩＶ 家電リサイクル法の施行に伴う財政負担について

家電４品目の不法投棄に対応するための予算については、平成16年度当初予算を計上して

いる市区町村が2,414（77％）、平成16年度補正予算を計上する予定の市区町村が43（1％）、計

上していない市区町村が618（20％）であった。当初予算額は、単純平均値では974千円、中央値

では206千円であった。

また、市区町村における財政負担の変化については、負担は増加していると回答した市区町

村が1,320（42％）、変化していないと回答した市区町村が936（30％）、現段階では判断できない

と回答した市区町村が685（22％）の順となっている。不法投棄対策等に係る負担感がやや増加



している一方、財政負担の変化について現段階では判断できないとする市区町村もなお約２割あ

る。

１．家電リサイクル法施行に伴って、家電４品目の不法投棄の対応のために平成１６年度に

予算を計上していますか。
前回 前々回

１）当初予算に計上している。 ・・・2,414 (77%) (75%) (69%)

２）補正予算に計上する予定である。 ・・・ 43 ( 1%) ( 1%) ( 3%)

３）計上していない。 ・・・ 618 (20%) (22%) (25%)

４）今後、検討する。 ・・・ 61 ( 2%) ( 2%) ( 4%)

合計 ( )3,136 100%

２．（１．で１）を選択した市区町村に対し）その予算額はいくらですか。

平均値 …… 千円973

206 2,414中央値 …… 千円 ※回答した市区町村数

３．家電リサイクル法の施行前後での貴市区町村における財政負担の変化についてお伺

いします。

前回 前々回

１）パトロールの強化や不法投棄の問題等があり、全体とし

て負担は増加している。 ・・・1,320 (42%) (41%) (39%)

２）家電製品の引取量の減少や処理コストの低減等により、

全体として負担は軽減している。 ・・・195 ( 6%) ( 7%) ( 7%)

３）全体として変化していない。 ・・・936 (30%) (27%) (26%)

４）現段階では判断できない。 ・・・685 (22%) (25%) (28%)

合計 3,136(100%)

Ｖ 家電リサイクル法の施行状況について

法施行後３年が経過した段階での施行状況については、順調に推移していると回答した市区

町村は383（12％）、概ね順調に推移していると回答した市区町村は1,836（59％）であり、引き続

き、７割を超える市区町村が肯定的に評価している。



１．家電リサイクル法が施行されて３年が経過しましたが、貴市区町村における施行状況

についてお伺いします。

前回 前々回

１）順調に推移している。 ・・・ 383 (12%) (13%) (12%)

２）概ね順調に推移している。 ・・・1,836 (59%) (59%) (61%)

３）あまり順調とは言えない。 ・・・ 789 (25%) (24%) (23%)

４）順調とは言えない。 ・・・ 128 ( 4%) ( 4%) ( 3%)

合計 3,136(100%)

２．（１．で３）または４）を選択した市区町村に対し）家電リサイクル法の施行上問題となって

いる点は何ですか（複数回答可）。

前回 前々回

１）不法投棄の増加 ・・・749 (82%) (84%) (77%)

２）指定引取場所の配置や対応等、引取り、引渡しが円滑で

ないこと ・・・169 (19%) (20%) (18%)

３）新たな費用負担に対する住民の不満 ・・・467 (51%) (53%) (57%)

４）制度に対する住民の理解が進まないこと ・・・332 (36%) (38%) (40%)

５）その他 ・・・ 28 ( 3%) ( 3%) ( 3%)

ＶＩ 廃電気冷凍庫の取扱いについて

平成16年４月１日から家電リサイクル法の対象品目に追加された廃電気冷凍庫の取扱いにつ

いては、回答のあった市区町村の約10％に当たる332市区町村が他の家電４品目と処理体制が

異なると回答している。

１．（平成１６年４月１日から、家電リサイクル法の対象品目に追加された廃電気冷凍庫の

取扱いについて、他の廃家電製品と処理体制が異なる市区町村に対し）家庭用電気冷

凍庫の取扱いはどのようになっていますか。

１）小売業者に引取義務のある廃電気冷凍庫（義務品）は行政回収しないが、義務外品は行

政回収する。 ・・・ 287 ( 9%)

２）義務外品、義務品を問わず廃電気冷凍庫は行政回収する。 ・・・ 45 ( 1%)

合計 332


